








要約:わが国の HBV 母子感染予防事業は、世界に先駆けて実施され、しかも HBs 抗原陽性、

HBe 抗原陽性の児に対する予防処置を公費によって実施することにより、高い普及率を誇

り、その予防成績も極めて良好である。

  平成 7年度から HBV 母子感染予防処置の一部が健康保険に採用されたことに伴って、HBs

抗原が陽性の場合には、HBe 抗原陰性の場合も母子感染予防処置の対象となったことは、

一過性感染をも防ぐ上では有意義であったが、公費による予防事業となっていた時に比べ

て、処置の実施状況の把握が困難になることが懸念される。本研究では、全国の実施状況

を把握する方策について検討したが、都道府県および市町村の母子保健事業報告に HBs 抗

原検査状況および検査結果の報告項目を加え、さらに妊婦健診を担当する産科医に検査を

徹底させることが有効であると考えられた。


